
利用抽選会のお知らせ 

 

狭山市市民会館では、令和２年３月から

利用許可申請開始日を改正するとともに、

利用申請者による混雑防止のため、本年

11 月から令和２年３月までの間は、利用

許可申請開始日を段階的に繰り上げます。 

 日頃より施設をご利用いただいており

ます皆様には、大変ご不便やお手数をおか

けいたしますが、ご理解ご協力を賜ります

よう、お願いいたします。 

 令和元年 12月３日(火)の利用抽選会は… 

利用施設区分 利用日 申請者の住所地 開会時間 場所 

ホール等（ホー

ル、リハーサル

室、展示室） 

R2.7.4(土)、7(火)、11(土) 

５市(＊)在住 

09：30 

狭山市市民会館 

第４会議室 

R2.8.1(土)～30(日) 09：45 

R2.9.1(火)～30(水) 10：30 

R2.7.1(水)～31(金) 
５市(＊)以外 

11：15 

R2.8.1(土)～30(日) 11：15 

会議室等 

(会議室、和室) 

R2.2.1(土)～29(土) ５市(＊)在住・ 

以外の両方 

９：30 狭山市市民会館 

第５会議室 R2.3.1(日)～31(火) 10：15 

＊５市とは、狭山市、所沢市、飯能市、入間市、日高市をいいます。 

 

 こちらもお読みください 

１ 狭山市主催事業や指定管理者による自主

事業のため、施設の利用申請ができない場

合があります。また、施設の保守点検等によ

り、臨時休館の場合があります。詳しくは、

ホームページまたは、市民会館へお問い合

わせください。 

２ 利用抽選会の開会時点で①会場にいない、

②抽選番号札を持っていない場合は、利用

抽選会に参加できる権利がなくなるのでご

留意ください。 

３ 利用抽選会は午前９時に開場します。 

４ 利用抽選会に来られた方は、開会までに

それぞれの会場にある受付にて、必要事項

を記入の上、「抽選番号札」をお受け取りく

ださい。なお、抽選番号札に記載されている

番号自体に有利・不利の差はありません。 

５ 開会までの間、時間に余裕のある場合は、

「市民会館利用申込書」のうち、利用日時以

外の欄についてご記入ください。 

６ 申請者が他人に成りすまして、複数の利

用申請を行うことはできません。不正によ

る利用申請は固くお断りいたします。 

裏面も必ずお読みください 



ホール等における利用抽選会のルール 

① 当選番号の決定 
はじめに、当選番号を決めるための抽選を行い

ます。番号札が１番の方から順番に、抽選機を

回し、当選番号が記載された玉をお取りくださ

い。 

② 利用申請の受付 
玉に記載された当選番号の順に、利用申請を受け付けま

す。１回目の抽選で、連続する日程で最大７日間・21利用

区分まで申請することができます。 

例えば、１回目の抽選で、土・日曜日と、翌週の土・日曜

日の４日間など、飛び石日程での利用申請はお受けできま

せん。この場合、１回目の抽選で土・日曜日を利用申請し、

２回目の抽選で空きがある場合、利用申請してください。 

③ 空き日程の告知 
利用申請をいただいた日時は、その場で利用抽

選会に参加されている方へお知らせいたしま

す。他団体は、空いている日に利用申請してく

ださい。利用希望日が他団体によって利用され

た場合は、受付に辞退をお申し出いただいても

差し支えありません。 

④ その他 
例えば、毎週水曜日に利用されるなど、１ヶ月あたり２回

以上利用申請される方は、１回目の利用抽選に加え、２回

目以降の利用抽選にも必ずご参加ください。 

 

 会議室等における利用抽選会のルール 

① 当選番号の決定 
はじめに、当選番号を決

めるための抽選を行い

ます。番号札が１番の方

から順番に、当選番号が

記載された鉛筆をお引

きください。 

②  利用申請の受付 
鉛筆に記載された当選番号の順に、利用申請を受け付

けます。１回目の抽選で、４回まで、１回あたり最大

１日間・３利用区分まで申請することができます。 

例えば、１回目の抽選で、毎週火・木曜日の８日間な

ど、４回を超える利用申請はお受けできません。この

場合、１回目の抽選で４回まで利用申請し、２回目の

抽選で空きがある場合、利用申請してください。 

③ その他 
例えば、毎週水曜日に利

用されるなど、１ヶ月あ

たり５回以上利用申請

される方は、１回目の利

用抽選に加え、２回目以

降の利用抽選にも必ず

ご参加ください。 
 

＜今後の利用抽選会の日程＞ 

利用抽選会の期日 

ホール等 抽選会場：市民会館第４会議室 会議室等 

抽選会場：市民会館 

第５会議室 

５市にお住まいの方 

(午前 9 時 30分開会) 

５市以外にお住まいの方 

（午前 11時開会） 

令和２年１月７日(火) 令和２年 10・11月分 令和２年９・10月分 令和２年４・５月分 

令和２年２月４日(火) 令和２年 12月、令和３年１月分 令和２年 11・12月分 令和２年６・７月分 

令和２年３月３日(火) 令和３年２・３月分 令和３年１・２月分 令和２年８・９月分 

令和２年４月１日(水) 令和３年４月分 令和３年３月分 令和２年 10月分 

 

問合せ 狭山市市民会館 04-2953-9101（指定管理者：ケイミックスパブリックビジネス） 


